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税務訴訟資料 第２５８号－２１０（順号１１０６８） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号、平成●●年（○○）第●●号 

青色申告承認取消処分取消等請求事件 

国側当事者・国（京橋税務署長） 

平成２０年１０月３１日棄却・控訴 

 

判 示 事 項  

(1) 国税通則法６８条（重加算税）１項所定の重加算税の賦課要件である隠ぺい、仮装と、法人税法

１２７条（青色申告の承認の取消し）１項３号所定の青色申告の承認の取消要件としての隠ペい、仮

装との関係 

(2) 重加算税制度の趣旨 

(3) 重加算税の賦課要件 

(4) 原告会社Ａは、同社の広島営業所から送付された売上集計表、仕訳日計等の記載により、同営業

所の平成１７年３月分の本件完成工事収入が１億１４９４万１１８０円であることを認識し、いった

んは上記金額を本件完成工事収入として経理システムに入力してデータを作成しながら、平成１７年

３月期の事業年度の法人税の負担を軽減するため、既に入力したデータから殊更に２０００万円を控

除し、その改変したデータの金額に基づいて、帳簿書類を作成した上、法人税の確定申告書を提出し

たものであり、その数額の改変はデータの改ざんと評価されるべきものであって、これらの一連の行

為は、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動

をした上、その意図に基づいて過少申告をしたものということができ、当該事業年度における完成工

事収入の発生の事実の一部を隠ぺいし、これを当該事業年度に発生していないものと仮装したものと

認められるから、原告会社Ａの平成１７年３月期の事業年度の法人税に係る申告は、国税通則法６８

条１項（重加算税）所定の重加算税の賦課要件（課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実

の一部の隠ぺい、仮装）に該当するものと認められ、したがって、法人税法１２７条１項３号（青色

申告の承認の取消し）所定の青色申告の承認の取消要件に該当するものというべきであるとされた事

例 

(5) 「法人税の重加算税の取扱いについて（事務運営指針）」（以下「事務運営指針」という。）の解釈 

(6) 事務運営指針第１の３柱書所定の「証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの」に

続く「等」の意義 

(7) 原告会社Ａの行為は、事務運営指針第１の３柱書所定の「相手方との通謀又は証ひょう書類等の

破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等」でなく、本件完成工事収入のうち平成１７年３月期の事業

年度に計上しなかった２０００万円については、翌事業年度に計上したので、同第１の３(1)所定の

「売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上げ等の収入が翌事業年度（括弧内

略）の収益に計上されていることが確認されたとき」に該当し、同第１の１(2)の「帳簿書類の隠匿、

虚偽記載等」には該当しない旨の原告会社Ａの主張が、本件における原告会社Ａのデータの改ざん及

びこれに基づく帳簿書類の作成等の行為が過少申告の意図を外部からもうかがい得る「特段の行動」

に該当するものと認められる以上、事務運営指針第１の３(1)の定めは、国税通則法６８条１項及び

法人税法１２７条１項３号の解釈・適用に関する判断を左右するものではないとして排斥された事例 

(8) 事務運営指針第１の３柱書及び同(1)の定めにより帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しないと認
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められる場合 

(9) 最高裁平成７年４月２８日判決は、株式の譲渡益収入を全く計上しなかった事案に関するもので

あり、翌事業年度に売上げを繰り延べた本件とは事案が異なるから、本件に当てはめることはできな

い旨の原告会社Ａの主張が、同最高裁判決は、本来の納付すべき税額を過少に申告した事案における

重加算税の賦課要件について一般的な判断基準を示したものであって、その基準は当然に本件にも適

用されるべきものであるとして排斥された事例 

(10) 本件では、原告会社Ａに対する青色申告承認取消処分、更正処分及び加算税の賦課決定処分は、

いずれも平成１８年７月７日付けで決定され、「青色申告の承認の取消通知書」及び「法人税額等の

更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」は、いずれも同月１０日に原告会社Ａに到達しており、事

柄の性質上、原告会社Ａの青色申告承認取消処分が更正処分に先行するものと解するのが相当である

とされた事例 

(11) 更正の理由付記と重加算税賦課決定処分との関係 

(12) 課税庁が青色申告法人である原告会社Ａに対してした更正処分及び加算税の賦課決定処分に係

る「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」には、更正の理由の付記がされておらず、

法人税法１３０条２項（青色申告書等に係る更正）に反しているので、原告会社Ａの本件重加算税賦

課決定処分は取り消されるべきである旨の原告会社Ａの主張が、本件においては、更正処分につき法

人税法１３０条２項の適用がなく、更正通知書に更正の理由の付記を要しないのであるから、原告会

社Ａの本件重加算税賦課決定処分について、理由の付記を欠くことを理由として取消しを求めること

はできないと解するのが相当であるとして排斥された事例 

(13) 原告会社Ｂは、本件投資契約の中途解約による投資収益を平成１６年６月期の事業年度において

一括計上すべきことを認識しながら、当該事業年度に収益の全額を一括計上すると多額の法人税の負

担が生ずることから、当該事業年度の法人税の負担を軽減するため、リース個別台帳に本件投資契約

が中途解約された事実を殊更に記載せず、同契約が中途解約されていないのと同様に、残存契約年数

で按分した収益の額のみを当該事業年度の帳簿書類に分割計上し、これに基づいて当該事業年度の法

人税の確定申告書を提出したものであって、これらの一連の行為は、当初から所得を過少に申告する

ことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づいて申告を

したものということができ、本件投資契約の中途解約及び投資収益の一括発生の事実を隠ぺいし、本

件投資契約の存続及び投資収益の按分発生を仮装したものと認められるから、原告会社Ｂの平成１６

年６月期の事業年度の法人税に係る申告は、国税通則法６８条１項（重加算税）所定の重加算税の賦

課要件に該当するものと認められ、したがって、法人税法１２７条１項３号（青色申告の承認の取消

し）所定の青色申告の承認の取消要件に該当するものというべきである。 

(14) 原告会社Ｂの行為は、事務運営指針第１の３柱書所定の「相手方との通謀又は証ひょう書類等の

破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等」でなく、本件投資契約の投資利益については、平成１７年

６月期及び平成１８年６月期の事業年度に計上しているので、同第１の３(1)所定の売上げ等の繰延

べに該当するから、同第１の１の「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」に該当しない旨の原告会社２の主

張が、本件における原告会社Ｂのリース個別台帳への中途解約の事実の不登載及びこれに基づく帳簿

書類の作成等の行為が「特段の行動」に該当するものと認められる以上、事務運営指針第１の３(1)

の定めは、国税通則法６８条１項（重加算税）及び法人税法１２７条１項３号（青色申告の承認の取

消し）の解釈・適用に関する判断を左右するものではないとして排斥された事例 

判 決 要 旨  
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(1) 国税通則法６８条（重加算税）１項所定の重加算税の賦課要件である隠ぺい、仮装と、法人税法

１２７条（青色申告の承認の取消し）１項３号所定の青色申告の承認の取消要件としての隠ペい、仮

装は、各規定の文言・趣旨等に照らし、同義であると解するのが相当である。 

(2) 重加算税の制度は、納税者が過少申告をするについて隠ぺい、仮装という不正手段を用いていた

場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を科することによって、悪質な納税義務違反の発生

を防止し、もって申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするものである（最高裁平成

７年４月２８日第二小法廷判決参照）。 

(3) 重加算税を賦課するためには、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい、仮装と評価すべき行為

が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するが、重加算税制度の趣旨にかんがみれば、

架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当で

なく、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る

特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の上記賦課要件が

満たされるものと解すべきである（最高裁平成７年４月２８日第二小法廷判決参照）。 

(4) 省略 

(5) 事務運営指針は、平成１２年７月３日付けで、国税通則法６８条１項又は２項（重加算税）の規

定の適用に関して留意すべき事項等を定め、法人税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図

ったものであり、事柄の性質上、当然に、前掲最高裁平成７年４月２８日判決の示した判断基準を前

提とした上で、実務上の取扱いの指針を定めたものと解されるのであり、事務運営指針の各条項も、

前掲最高裁判決の示した判断基準と整合するように解釈されなければならない。 

(6) 事務運営指針第１の３柱書所定の「証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの」に

続く「等」には、前掲最高裁平成７年４月２８日判決にいう「当初から所得を過少に申告する（中略）

意図を外部からもうかがい得る特段の行動」に該当するものはすべて含まれるものと解するのが相当

である。 

(7) 省略 

(8) 同最高裁判決の示した判断基準との整合性の観点からは、事務運営指針第１の３柱書及び同(1)の

定めに従い帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しないと認められるのは、例えば、売上収益の計上の

時期に関する多くの基準のうち一の基準を継続して適用してきた法人が、当該取引の内容等に応じて

他の基準を採用し、これにより売上げ計上の時期にずれが生じた結果、当該取引の収益を翌事業年度

の収益として処理した場合など、現に発生した収入を当該事業年度の収益に計上しないことに合理的

な理由が存する場合であることを要するものと解される。 

(9)～(10) 省略 

(11) 重加算税の賦課決定処分は、それ自体について理由の付記を義務付ける法令の規定はなく、更正

処分とは別個の処分であり、更正処分が取り消されていない場合に、仮に更正通知書に更正の理由の

付記を欠くとしても、そのこと自体が重加算税の賦課決定処分の取消事由となり得るものとは解され

ない。 

(12)～(14) 省略 

 

判 決 

原告         Ａ株式会社 

代表者代表取締役   甲 
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原告         Ｂ株式会社 

代表者代表取締役   甲 

原告ら訴訟代理人弁護士 長谷 一雄 

同          戸田 綾美 

同          五十嵐 潤 

被告         国 

代表者法務大臣    森 英介 

処分行政庁      京橋税務署長 

指定代理人      江藤 純子 

同          沼田 渉 

同          葛葉 兼一 

同          田中 正美 

同          森本 利佳 

 

主 文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は、原告らの負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 処分行政庁が平成１８年７月７日付けで原告Ａ株式会社に対してした平成１６年４

月１日から平成１７年３月３１日までの事業年度以後の法人税に係る青色申告の承認

の取消処分を取り消す。 

２ 処分行政庁が平成１８年７月７日付けで原告Ａ株式会社に対してした平成１６年４

月１日から平成１７年３月３１日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定

処分を取り消す。 

３ 処分行政庁が平成１８年７月７日付けで原告Ｂ株式会社に対してした平成１５年７

月１日から平成１６年６月３０日までの事業年度以後の法人税に係る青色申告の承認

の取消処分を取り消す。 

４ 処分行政庁が平成１８年７月７日付けで原告Ｂ株式会社に対してした平成１５年７

月１日から平成１６年６月３０日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定

処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、原告Ａ株式会社（以下「原告Ａ」という。）の平成１６年４月１日から平成

１７年３月３１日までの事業年度（以下「平成１７年３月期の事業年度」という。）の

法人税及び原告Ｂ株式会社（以下「原告Ｂ」という。）の平成１５年７月１日から平成

１６年６月３０日までの事業年度（以下「平成１６年６月期の事業年度」という。）の

法人税につき、それぞれ法人税法（平成１８年法律第１０号による改正前のもの。以下

同じ。）１２７条１項３号に該当する事由があるとして、平成１８年７月７日付けで当

該各事業年度以後の法人税に係る青色申告の承認の取消処分及び当該各事業年度の法



5 

人税に係る重加算税の賦課決定処分がされたため、原告らが、同号に該当する事由は存

しない等として、これらの処分の取消しを求めている事案である。 

２ 関連法令等の定め 

(1) 法人税法１２７条１項 

 １２１条第１項（青色申告）の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに

該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度

までさかのぼって、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消

しがあったときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係

る青色申告書（納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。）は、

青色申告書以外の申告書とみなす。 

一、二 （略） 

三 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記

載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を

疑うに足りる相当の理由があること。当該事業年度 

四、五 （略） 

(2) 法人税法１３０条２項 

 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の

課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る

国税通則法２８条２項（更正通知書の記載事項）に規定する更正通知書にその更正の

理由を付記しなければならない。 

(3) 国税通則法６８条１項 

 ６５条１項（過少申告加算税）の規定に該当する場合（同条５項の規定の適用があ

る場合を除く。）において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎

となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装し

たところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定め

るところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額（その税額の計算

の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らか

であるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額と

して政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額）に係る過少申告加算税

に代え、当該基礎となるべき税額に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額に相

当する重加算税を課する。 

(4) 国税庁長官の策定に係る平成１２年７月３日付け「法人税の重加算税の取扱いに

ついて（事務運営指針）」（甲１５。以下「事務運営指針」という。）は、国税通則法

（下記の引用部分では「通則法」という。）６８条１項又は２項の規定の適用に関し

留意すべき事項等を下記のとおり定めている。 

記 

「第１ 賦課基準 

（隠ぺい又は仮装に該当する場合） 

１ 通則法第６８条第１項又は第２項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の

計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」とは、例え
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ば、次に掲げるような事実（以下「不正事実」という。）がある場合をいう。 

(1) （略） 

(2) 次に掲げる事実（以下「帳簿書類の隠匿、虎偽記載等」という。）があるこ

と。 

① 帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳

明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類（以下「帳簿書類」という。）

を、破棄又は隠匿していること 

② 帳簿書類の改ざん（偽造及ひ変造を含む。以下同じ。）、帳簿書類への虚偽

記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的

な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること 

③ 帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入（営業

外の収入を含む。）の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること 

(3)～(6) （略） 

（使途不明金及ひ使途秘匿金の取扱い） 

２ （略） 

（帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合） 

３ 次に掲げる場合で、当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠

匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該

当しない。 

(1) 売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上げ等の収

入が翌事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、翌連結事

業年度。(2)において同じ。）の収益に計上されていることが確認されたとき。 

(2)、(3) （略） 

（以下略）」 

３ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容

易に認められる事実） 

(1) 原告Ａの法人税の申告に至る経緯 

ア 原告Ａは、電気機械器具等の販売及び電気工事の設計施工等を営む同族会社であ

り、東京都所在の本店のほか、名古屋市、広島市及び富山市に営業所を設置してい

る。（甲７） 

イ 原告Ａの経理については、名古屋営業所に勤務している乙（以下「乙」という。）

が担当していた。（乙１、２、１５） 

ウ 乙は、平成１７年４月、原告Ａの広島営業所から送付された仕訳日計（乙１添付

１枚目、乙２別添１０）の記載に基づき、平成１７年３月分の完成工事収入（以下

「本件完成工事収入」という。）の金額について、１億１４９４万１１８０円とし

て同社のパソコンの経理システムに入力し、当該入力データに基づき、平成１７年

３月期の事業年度の合計残高試算表（乙９）の作成をした。（甲１９、乙１、２、

９）。 

エ 乙は、平成１７年５月中旬ころ、原告Ａの広島営業所長である丙から、同年４月

以降の広島営業所の完成工事収入が減少するため、面倒をみてほしいと頼まれ、同
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社の代表取締役甲（以下、原告Ｂの代表取締役甲と区別することなく、単に「代表

者」という。）の賛同を得て、平成１７年３月期の事業年度に計上する本件完成工

事収入を２０００万円減額するとともに、当該金額を減収が見込まれていた平成１

７年４月以降の翌事業年度（以下「平成１８年３月期の事業年度」という。）の完

成工事収入に繰り延べる処理をした。（甲１９、乙１、２、９、１１、１２） 

オ 原告Ａは、平成１７年５月３０日、上記エの金額に基づき、平成１７年３月期の

事業年度の法人税の確定申告をした。（乙３） 

(2) 原告Ｂの法人税の申告に至る経緯 

ア 原告Ｂは、架線金物及び機械工具の販売並びに輸出入貿易業務等を営む同族会社

であり、東京都所在の本店のほか、名古屋営業所を設置している。（甲１４、乙１

６） 

イ 株式会社Ｃ（以下「Ｃ」という。）と有限会社Ｄ（以下「Ｄ社」という。）は、平

成８年３月２６日、Ｅ向けＦ社製Ｇ航空機１機のレバレッジド・リース事業を目的

とし、Ｃを出資者、Ｄ社を営業者とする匿名組合契約（以下「本件投資契約」とい

う。）を締結した。（乙２、１６） 

ウ 原告Ｂは、平成８年６月２５日、Ｃ及ひＤ社との三者契約により、本件投資契約

におけるＣの出資者の地位の一部を譲り受ける旨の契約を締結し、本件投資契約に

おける出資全４０００万円の出資者となった。（乙２、１６） 

エ 本件投資契約の契約期間は、当初、平成８年３月２６日から平成２０年３月２７

日までとされ、事業の計算期間は、毎年１月１日から同年６月末日まで及び毎年７

月１日から１２月末日まで、ただし、初年度は平成８年３月２７日から平成８年６

月末日まで、最終年度は平成２０年１月１日から同年６月末日までとされていた。

（乙２、１６） 

オ ところが、本件投資契約は、平成１６年１月６日に中途解約となり、これによっ

て、平成１６年６月期の事業年度において、平成１５年１２月３１日決算に係る２

４２万２３８２円及び平成１６年６月３０日決算に係る５７７７万０８４２円の

合計６０１９万３２２４円の投資収益が発生した。（甲１４、乙２、１６） 

カ 原告Ｂは、上記オの投資収益を分割して、平成１６年６月期の事業年度に３２１

万７６３３円を、翌事業年度（以下「平成１７年６月期の事業年度」という。）に

１２０３万８６４４円を、翌々事業年度（以下「平成１８年６月期の事業年度」と

いう。）にその余の残額全額につき各投資収益として総勘定元帳に計上した。（甲１

４、乙１９、２５） 

キ 原告Ｂは、平成１６年８月２４日、上記カの金額に基づき、法人税の確定申告を

した。（乙１７） 

(3) 原告Ａに対する課税庁の処分等の経緯 

ア 青色申告の承認の取消処分等の経緯 

 処分行政庁が、原告Ａに対し、平成１８年７月７日付けでした、平成１７年３月

期の事業年度以後の法人税に係る青色申告の承認の取消処分（以下「原告Ａの本件

青色申告承認取消処分」という。）並びにこれに係る異議決定及び審査裁決の経緯

は、別表１のとおりである。 
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イ 更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分等の経緯 

 処分行政庁が、原告Ａに対し、平成１８年７月７日付けでした、平成１７年３月

期の事業年度の法人税に係る更正処分、過少申告加算税の賦課決定処分及び重加算

税の賦課決定処分（以下「原告Ａの本件重加算税賦課決定処分」という。）並びに

これらの処分に係る異議決定及び審査裁決の経緯は、別表２のとおりである。 

ウ 処分行政庁は、原告Ａに対し、上記アの処分につき「青色申告の承認の取消通知

書」を、上記イの各処分につき「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通

知書」を、いずれも平成１８年７月７日付けで送付し、これらはいずれも同月１０

日に原告Ａに到達した。（甲１、２、弁論の全趣旨） 

(4) 原告Ｂに対する課税庁の処分等の経緯 

ア 青色申告の承認の取消処分等の経緯 

 処分行政庁が、原告Ｂに対し、平成１８年７月７日付けでした、平成１６年６月

期の事業年度以後の法人税に係る青色申告の承認の取消処分（以下「原告Ｂの本件

青色申告承認取消処分」という。）並びにこれに係る異議決定及び審査裁決の経緯

は、別表３のとおりである。 

イ 更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分等の経緯 

 処分行政庁が、原告Ｂに対し、平成１８年７月７日付けでした、平成１６年６月

期の事業年度の法人税に係る更正処分、過少申告加算税の賦課決定処分及び重加算

税の賦課決定処分（以下「原告Ｂの本件重加算税賦課決定処分」という。）並びに

これらの処分に係る異議決定及び審査裁決の経緯は、別表４のとおりである。 

ウ 処分行政庁は、原告Ｂに対し、上記アの処分につき「青色申告の承認の取消通知

書」を、上記イの各処分につき「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通

知書」を、いずれも平成１８年７月７日付けで送付し、これらはいずれも同月１０

日に原告Ｂに到達した。（甲８、９、弁論の全趣旨） 

(5) 原告らは、平成１９年１２月２６日、本訴を提起した。（顕著な事実） 

４ 争点 

(1) 原告Ａの本件青色申告承認取消処分の適法性 

(2) 原告Ａの本件重加算税賦課決定処分の適法性 

(3) 原告Ｂの本件青色申告承認取消処分の適法性 

(4) 原告Ｂの本件重加算税賦課決定処分の適法性 

５ 争点に関する当事者の主張の要旨 

(1) 争点(1)（原告Ａの本件青色申告承認取消処分の適法性）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 青色申告承認の取消要件を定める法人税法１２７条１項３号所定の隠ぺい又は

仮装は、重加算税の賦課要件を定める国税通則法６８条１項所定の隠ぺい又は仮装

と同義と解されている。 

 そして、重加算税の法的性質については、重加算税を課すべき納税義務違反が課

税要件事実を隠ぺいし又は仮装する方法によって行われた場合に、行政機関の行政

手続により違反者に課せられるもので、これによって、かかる方法による納税義務

違反の発生を防止し、もって徴税の実を挙げようとする行政上の措置と解されてい
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るから（最高裁昭和●●年(○○)第●●号同３３年４月３０日大法廷判決・民集１

２巻６号９３８頁、最高裁昭和●●年(○○)第●●号同４５年９月１１日第二小法

廷判決・刑集２４巻１０号１３３３頁、最高裁平成●●年（○○）第●●号同７年

４月２８日第二小法廷判決・民集４９巻４号１１９３頁（以下「最高裁平成７年４

月２８日判決」という。））、重加算税の賦課要件を考える上では、客観的にみて、

納税者に経済的負担をさせるのが相当であり、真正な納税申告をした者との不公平

を是正する必要が生じている場合、すなわち、客観的にみて隠ぺい又は仮装がされ、

それに基づき過少申告という納税義務違反の状態を生じていれば足りるものと解

され、この点につき、前掲最高裁平成７年４月２８日判決は、「当初から所得を過

少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした

上、その意図に基づく過少申告をした場合には、重加算税の右賦課要件が満たされ

るものと解すべきである。」と判示している。 

イ 原告Ａは、平成１７年４月６日に広島営業所から売上集計表等の送付を受け、本

件完成工事収入を平成１７年３月期の事業年度の収益の額に計上すべきとの認識

の下に１億１４９４万１１８０円として経理システムに入力したにもかかわらず、

広島営業所長から翌事業年度に収入を繰り延べてほしいとの要望を受けたことや

経理担当の乙が平成１７年３月期の事業年度の税負担に懸念を抱いていたことか

ら、平成１７年５月下旬に本件完成工事収入を２０００万円減額し、９４９４万１

１８０円に経理システムのデータを改ざんし、帳簿書類の意図的な集計違算を行っ

て、かかる経理システムのデータに基づき総勘定元帳及び決算報告書に虚偽記載を

行った上、当該決算報告書を添付した法人税の確定申告書を提出したものであり、

法人税法１２７条１項３号及び国税通則法６８条１項所定の事実が認められるこ

とは明らかである。 

ウ 原告Ａは、事務運営指針第１の３柱書及び同(1)において、「相手方との通謀又は

証ひょう書類等の破棄、隠匿もしくは改ざんによるもの等でないとき」は、売上げ

等の収入が翌事業年度の収益に計上されていること（以下「翌事業年度への収益計

上」という。）が確認されれば、同第１の１(2)の「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」

に該当しない旨規定されているから、本件のように、売上げを繰り延べている場合

において、領収証等の証ひょう書類の破棄、隠匿又は改ざんが一切行われていない

ときは、「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」に該当せず、青色申告承認の取消要件及

び重加算税の賦課基準である隠ぺい又は仮装に該当しないと主張する。 

 しかしながら、平成１７年３月期の事業年度においては、経理システムデータの

改ざんに基づき、総勘定元帳への虚偽記載を行うことにより、帳簿書類の意図的な

集計違算を図り、仮装の経理を行ったことは明らかであり、それは事務運営指針第

１の３柱書の「証ひょう書類等の破棄、隠匿もしくは改ざんによるもの等でないと

き」に該当しないので、原告Ａの主張は理由がない。 

（原告Ａの主張の要旨） 

ア 事務運営指針第１の３柱書及び同(1)は、「証ひょう書類等の破棄、隠匿もしくは

改ざんによるもの等でないとき」に該当し、翌事業年度への収益計上が確認されれ

ば、同第１の１(2)の「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」に該当せず、国税通則法６
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８条１項の隠ぺい又は仮装に当たらないことを明らかにしているところ、同第１の

３柱書にいう「証ひょう書類」の「証ひょう」とは、「取引について企業と外部の

相手方との間で取り交わされる、取引の証拠となる書類」をいい、注文書、納品書、

領収証等が挙げられる。 

 本件では、原告Ａは、前記売上げ等の収入の計上を繰り延べるに当たって、相手

方との通謀は行っていないし、また、この繰延べをパソコンの経理システムの総勘

定元帳に直接入力しただけであって、領収証等の証ひょう書類の破棄、隠匿又は改

ざんを一切行うことなく、本件完成工事収入の一部を翌事業年度の４月分として計

上し、これに基づき翌事業年度の申告を行っているので、事務運営指針第１の３柱

書及び同(1)に該当し、「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」に該当しないので、隠ぺい

又は仮装に当たらず、青色申告承認の取消要件及び重加算税の賦課要件を欠いてい

る。 

 被告は、経理システムのデータの改ざんに基づき、総勘定元帳への虚偽記載、帳

簿書類の意図的な集計違算があるので、「証ひょう書類等の破棄、隠匿もしくは改

ざんによるもの等でないとき」に当たらないと主張するが、証ひょうの意味を誤っ

ており、失当である。 

イ 前掲最高裁平成７年４月２８日判決は、株式の譲渡益収入があるにもかかわらず、

これをそもそも収入に全く計上しなかった事案について判示したものである、本件

は、当該事業年度に申告しなかった売上げ部分を、翌事業年度には申告し、その分

の法人税も納付している事案であり、当該収入の申告を全くしていない前記最高裁

判例の事案とは根本的に異なっており、本件に当てはめることはできない。 

(2) 争点(2)（原告Ａの本件重加算税賦課決定処分の適法性）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 重加算税の賦課要件については、前記(1)（被告の主張の要旨）のとおり。 

イ 原告Ａは、原告Ａは青色申告法人であり、法人税法１３０条２項により、処分行

政庁が行った更正処分及び重加算税賦課決定処分に係る「法人税額等の更正通知書

及び加算税の賦課決定通知書」（甲２）には、理由が付記されるべきところ、同通

知書には理由が付記されていないので、原告Ａの本件重加算税賦課決定処分は手続

の違法により取り消されるべきである旨主張する。 

 しかしながら、重加算税の賦課決定処分においては、税務署長に対し、理由付記

を義務付ける規定は存しないから、原告の主張は理由がない。 

 また、原告Ａに対する「青色申告の承認の取消通知書」（甲１）及び「法人税額

等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」（甲２）は、いずれも平成１８年７

月７日付けで決定された処分に係る通知であり、いずれも同月１０日に原告Ａに到

達しており、かかる場合には青色申告承認取消処分が先行したものと取り扱われる

ので、法人税法１３０条２項の適用はなく、かかる点からも後者の通知書に理由を

付記する必要はない。 

（原告Ａの主張の要旨） 

ア 重加算税の賦課要件については、前記(1)（原告Ａの主張の要旨）のとおり。 

イ 処分行政庁の原告Ａに対する「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通
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知書」（甲２）には、法人税額の更正及び加算税の賦課決定についての理由が付記

されていない。 

 原告Ａは、青色申告を行っていたのであるから、青色申告法人についての法人税

法１３０条２項により、法人税額等の更正通知書に更正の理由の付記がされていな

ければならないところ、上記通知書にはその理由の付記が一切ないので、更正処分

を前提とする原告Ａの本件重加算税賦課決定処分は、手続の違法により取り消され

るべきである。 

(3) 争点(3)（原告Ｂの本件青色申告承認取消処分の適法性）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 原告Ｂは、前記前提事実(2)イないしキのとおり、本件投資契約による投資収益

を平成１６年６月期の事業年度に計上すべきことを認識していたにもかかわらず、

当該事業年度において、本件投資契約の中途解約による多額の利益が発生したため、

これに伴い生じる多額の税負担に懸念を抱いた経理担当者が、投資収益の一部につ

いて意図的な集計違算を行い、これに基づき虚偽の総勘定元帳及び決算報告書を作

成するとともに、当該決算報告書を添付した法人税の確定申告書を提出したという

ことができる。そして、このことは、前掲最高裁平成７年４月２８日判決にいう［当

初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特

段の行動をした上、その意図に基づいて過少申告をした」場合に該当するから、平

成１６年６月期の事業年度の法人税の確定申告において、法人税法１２７条１項３

号及び国税通則法６８条１項の隠ぺい又は仮装の事実が認められることは明らか

である。 

イ 原告Ｂは、平成１６年６月期の事業年度において一括計上すべき本件投資契約の

投資収益について、これを分割して、当該年度、翌事業年度及び翌々事業年度に各

収益を計上して、売上げ等の収入の計上を繰り延べており、他方、領収書等の証ひ

ょう書類の破棄、隠匿又は改ざんはなく、通謀もなかったから、事務運営指針第１

の３柱書に規定する「証ひょう書類等の破棄、隠匿もしくは改ざんによるもの等で

ないとき」に該当し、かつ、同(1)に規定する翌事業年度への収益計上が確認され

たときに該当するので、国税通則法６８条１項の隠ぺい又は仮装には当たらないと

主張する。 

 しかしながら、事務運営指針第１の３(1)は、「売上げ等の収入が翌事業年度（括

弧内略）の収益に計上されていることが確認されたとき」と規定しているのであっ

て、原告Ｂが主張するように翌事業年度以降の収益に計上されているとは規定して

いないのであるから、原告Ｂの主張には理由がない。 

 また、事務運営指針第１の３柱書は、「証ひょう書類等の破棄、隠匿もしくは改

ざんによるもの等でないとき」であることも要件としているところ、平成１６年６

月期の事業年度においては、総勘定元帳及び決算報告書への虚偽記載を行うことに

より、帳簿書類の意図的な集計違算を図り、仮装の経理を行ったことは明らかであ

り、それは上記「証ひょう書類等の破棄、隠匿もしくは改ざんによるもの等でない

とき」に該当しないので、この点からしても、原告Ｂの主張に理由がないことは明

らかである。 



12 

（原告Ｂの主張の要旨） 

ア 原告Ｂは、本件投資契約の投資収益を平成１６年６月期の事業年度において一括

して計上すべきところ、これを分割して、当該年度、翌事業年度及び翌々事業年度

に分割して計上している。この売上げ等の収入を繰り延べて計上するにあたって、

原告Ｂは、相手方と通謀しておらず、また、減額した金額で振替伝票を起こしてパ

ソコンの経理システムに入力し帳簿を作成したのみであり、領収書等の証ひょう書

類の破棄、隠匿又は改ざんをしていない。 

 したがって、事務運営指針第１の３柱書の「証ひょう書類等の破棄、隠匿もしく

は改ざんによるもの等でないとき」に該当し、かつ、翌事業年度への収益の計上が

確認されたときに該当するので、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当せず、国税通

則法６８条１項の隠ぺい又は仮装に当たらないから、重加算税の賦課要件を満たし

ておらず、これと同一の解釈によるべき法人税１２７条１項３号の取消要件である

隠ぺい又は仮装にも当たらないので、原告Ｂの本件青色申告承認取消処分は理由が

ない。 

イ 被告は、原告Ｂについて、その売上げを翌事業年度のみならず翌々事業年度以降

にも繰り延べたことをもって隠ぺい又は仮装の事実が認められるとするが、事務運

営指針第１の３(1)の「売上げ等の収入が翌事業年度の収益に計上されていること

が確認されたとき」とは、本来の売上げの「全額」が翌事業年度に確認されたこと

まで要件とはしておらず、少なくともその一部について翌事業年度に売上げ計上が

確認されており、事務運営指針の要件を満たしている。 

 また、事務運営指針第１の３柱書にいう「証ひょう書類」の「証ひょう」とは、

「取引について企業と外部の相手方との間で取り交わされる、取引の証拠となる書

類」を意味することは、前記(1)（原告Ａの主張の要旨）アで述べたとおりであり、

原告Ｂは、前記のとおり、証ひょう書類等について破棄、隠匿若しくは改ざんを行

っておらず、被告の主張は失当である。 

ウ 前掲最高裁平成７年４月２８日判決は、株式の譲渡益収入があるにもかかわらず、

これをそもそも収入に全く計上しなかった事案について判示したものである、本件

は、当該事業年度に申告しなかった売上げ部分を、翌事業年度には申告し、その分

の法人税も納付している事案であり、当該収入の申告を全くしていない前記最高裁

判例の事案とは根本的に異なっており、本件に当てはめることはできない。 

(4) 争点(4)（原告Ｂの本件重加算税賦課決定処分の適法性）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 重加算税の賦課要件については、前記(3)（被告の主張の要旨）のとおり。 

イ 原告Ｂは、原告Ｂは青色申告法人であり、法人税法１３０条２項により、処分行

政庁が行った更正処分及び重加算税賦課決定処分に係る「法人税額等の更正通知書

及び加算税の賦課決定通知書」（甲８）には、理由が付記されるべきところ、同通

知書には理由が付記されていないので、原告Ｂの本件重加算税賦課決定処分は手続

の違法により取り消されるべきである旨主張する。 

 しかしながら、重加算税の賦課決定処分においては、税務署長に対し、理由付記

を義務付ける規定は存しないから、原告の主張は理由がない。 



13 

 また、原告Ｂに対する「青色申告の承認の取消通知書」（甲８）及び「法人税額

等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」（甲９）は、いずれも平成１８年７

月７日付けで決定された処分に係る通知で、いずれも同月１０日に原告Ｂに到達し

ており、かかる場合には青色申告承認取消処分が先行したものと取り扱われるので、

法人税法１３０条２項の適用はなく、かかる点からも後者の通知書に理由を付記す

る必要はない。 

（原告Ｂの主張の要旨） 

ア 重加算税の賦課要件については、前記(3)（原告Ｂの主張の要旨）のとおり。 

イ 処分行政庁の原告Ｂに対する「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通

知書」（甲９）には、法人税額の更正及び加算税の賦課決定についての理由が付記

されていない。 

 原告Ｂは、青色申告を行っていたのであるから、青色申告法人についての法人税

法１３０条２項により、法人税額等の更正通知書に更正の理由の付記がされていな

ければならないところ、上記通知書にはその理由の付記が一切ないので、更正処分

を前提とする原告Ｂの本件重加算税賦課決定処分は、手続の違法により取り消され

るべきである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（原告Ａの本件青色申告承認取消処分の適法性）について 

(1) 国税通則法６８条１項所定の重加算税の賦課要件である隠ぺい、仮装と、法人税

法１２７条１項３号所定の青色申告の承認の取消要件としての隠ぺい、仮装は、各規

定の文言・趣旨等に照らし、同義であると解するのが相当である。 

 したがって、原告Ａの平成１７年３月期の事業年度の法人税の申告につき、国税通

則法６８条１項所定の重加算税の賦課要件に該当する行為があれば、法人税法１２７

条１項３号所定の青色申告の承認の取消要件に該当し、原告Ａの本件青色申告承認取

消処分は理由があることになる。 

(2) 前記前提事実(1)アないしオ、掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事

実が認められる。 

ア 原告Ａは、電気機械器具等の販売及び電気工事の設計施工等を営む同族会社であ

り、その本店所在地は、東京都中央区であるが、実質的な本社機能は、名古屋営業

所（名古屋市）にある。乙は、原告Ａの名古屋営業所の従業員であり、同社の経理

の総責任者兼社長室の責任者として、経理、秘書などの仕事をしている。（甲７、

乙１、２、１５）。 

イ 原告Ａでは、各営業所から、各月の完成工事収入関係資料として、「（工事）仕

入・売上台帳」、「完成工事一覧表」、顧客ごとの「売掛・売上・伝票」とその集計

表となる「売上集計表」、会計上の「振替伝票」とその転記合計伝票となる「仕訳

日計」が名古屋営業所に送付される。乙は、送付された「仕訳日計」を基に、市販

の会計ソフトをパソコンに導入して構築した経理システムに数値を入力し、総勘定

元帳を作成している（甲７、乙２）。 

ウ 乙は、平成１７年４月６日、原告Ａの広島営業所から「売上集計表」（乙７）、「（工

事）仕入・売上表」（乙８）、「売掛・売上・伝票」（乙２別添９）、「仕訳日計」（乙

【判示(1)】 
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１添付１枚目、乙２別添１０）、「振替伝票」（甲１８の１）等の送付を受け、上記

「仕訳日計」の記載に基づき、本件完成工事収入を平成１７年３月期の事業年度の

収益の額に計上すべきとの認識の下に、本件完成工事収入の金額を１億１４９４万

１１８０円として上記経理システムに入力した上、同年５月１７日ころ、当該経理

システムに入力されたデータに基づき、「合計残高試算表（貸借対照表）」（乙９）

を作成した。（甲１８の１、同１９、乙１、２、７ないし９） 

エ 乙は、平成１７年５月中旬ころ、同年４月以降の広島営業所の完成工事収入が減

少するため面倒をみてほしいと同営業所長である丙から依頼を受け（乙２）、乙自

身も平成１７年３月期の事業年度の税負担が多いことに懸念を抱いていたことか

ら、代表者の賛同を得て、同年５月２５日ころ、本件完成工事収入の金額として当

初入力した額から２０００万円を減額した９４９４万１１８０円を新たに経理シ

ステムに入力し、「合計残高試算表（貸借対照表）」（乙９）の完成工事収入を税抜

処理して算出した３億６５３４万９７７７円から２０００万円を減額して、３億４

５３４万９７７７円とする合計残高試算表【財務諸表形式】」（乙１１）を作成し、

さらに、同年６月７日ころ作成した「合計残高試算表（貸借対照表）」（乙１２）に

おいて、同年３月３１日現在の広島営業所の完成工事未収入金につき、税抜金額で

ある１億１４９４万１１８０円から２０００万円を減額した９４９４万１１８０

円に消費税額を加えた９９６８万８２３９円と記載した。（乙１、２、９、１１、

１２） 

オ 原告Ａは、処分行政庁に対し、平成１７年５月３０日、上記エの完成工事収入等

の金額に基づき、平成１７年３月期の事業年度の法人税の確定申告書を提出した。

（乙３）。 

(3)ア 以上の事実関係を前提として検討するに、重加算税の制度は、納税者が過少申

告をするについて隠ぺい、仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算

税よりも重い行政上の制裁を科することによって、悪質な納税義務違反の発生を防

止し、もって申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするものであり、

過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい、仮装と評価すべき行為が存在し、これに

合わせた過少申告がされたことを要するが、上記の重加算税制度の趣旨にかんがみ

れば、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であ

ると解するのは、相当でなく、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意

図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく

過少申告をしたような場合には、重加算税の上記賦課要件が満たされるものと解す

べきである（前掲最高裁平成７年４月２８日判決参照）。 

イ これを本件についてみると、①上記(2)の認定事実によれば、原告Ａは、同社の

広島営業所から送付された売上集計表、仕訳日計等の記載により、同営業所の平成

１７年３月分の本件完成工事収入が１億１４９４万１１８０円であることを認識

し、いったんは上記金額を本件完成工事収入として経理システムに入力してデータ

を作成しながら、平成１７年３月期の事業年度の法人税の負担を軽減するため、既

に入力したデータから殊更に２０００万円を控除し、その改変したデータの金額に

基づいて、帳簿書類を作成した上、法人税の確定申告書を提出したものであり、そ

【判示(2)】 

【判示(3)】 

【判示(4)】 
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の数額の改変はデータの改ざんと評価されるべきものであって、②これらの一連の

行為は、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうか

がい得る特段の行動をした上、その意図に基づいて過少申告をしたものということ

ができ、当該事業年度における完成工事収入の発生の事実の一部を隠ぺいし、これ

を当該事業年度に発生していないものと仮装したものと認められるから、原告Ａの

平成１７年３月期の事業年度の法人税に係る申告は、国税通則法６８条１項所定の

重加算税の賦課要件（課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部の

隠ぺい、仮装）に該当するものと認められ、したがって、法人税法１２７条１項３

号所定の青色申告の承認の取消要件に該当するものというべきである。 

(4)ア これに対し、原告Ａは、同社の上記行為は、事務運営指針第１の３柱書所定の

「相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等」

でなく、本件完成工事収入のうち平成１７年３月期の事業年度に計上しなかった２

０００万円については、翌事業年度に計上したので、同第１の３(1)所定の「売上

げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上げ等の収入が翌事業年

度（括弧内略）の収益に計上されていることが確認されたとき」に該当し、同第１

の１(2)の「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」には該当しない旨主張する。 

 しかしながら、原告Ａの指摘に係る事務運営指針は、平成１２年７月３日付けで、

国税通則法６８条１項又は２項の規定の適用に関して留意すべき事項等を定め、法

人税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図ったものであり（甲１５）、

事柄の性質上、当然に、前掲最高裁平成７年４月２８日判決の示した判断基準を前

提とした上で、実務上の取扱いの指針を定めたものと解されるのであり、事務運営

指針の各条項も、同最高裁判決の示した判断基準と整合するように解釈されなけれ

ばならない。そして、事務運営指針第１の３(1)において売上げ等の収入の計上の

繰延べが一定の限度で帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しないとされているのは、

あくまでも、同第１の３柱書所定の「証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざん

によるもの等でないとき」との要件を満たす場合に限定されており、上記「証ひょ

う書類等の（中略）改ざんによるもの」に続く「等」には、前掲最高裁平成７年４

月２８日判決にいう「当初から所得を過少に申告する（中略）意図を外部からもう

かがい得る特段の行動」に該当するものはすべて含まれるものと解するのが相当で

あり、上記(3)イのとおり、本件における原告Ａのデータの改ざん及びこれに基づ

く帳簿書類の作成等の行為が上記「特段の行動」に該当するものと認められる以上、

事務運営指針第１の３(1)の定めは、国税通則法６８条１項及び法人税法１２７条

１項３号の解釈・適用に関する上記(3)の判断を左右するものではない（なお、同

最高裁判決の示した判断基準との整合性の観点からは、事務運営指針第１の３柱書

及び同(1)の定めに従い帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しないと認められるの

は、例えば、売上収益の計上の時期に関する多くの基準のうち一の基準を継続して

適用してきた法人が、当該取引の内容等に応じて他の基準を採用し、これにより売

上げ計上の時期にずれが生じた結果、当該取引の収益を翌事業年度の収益として処

理した場合など、現に発生した収入を当該事業年度の収益に計上しないことに合理

的な理由が存する場合であることを要するものと解され、本件のように当該事業年

【判示(5)】 

【判示(6)】 

【判示(7)】 

【判示(8)】 
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度の法人税の負担を軽減する目的（当初から所得を過少に申告する意図）でデータ

の改ざん及びこれに基づく帳簿書類の作成等が行われ、これに基づいて一定額の収

入が当該事業年度の収益に計上されなかった場合は、これに含まれないというべき

である。）。 

イ なお、原告Ａは、前掲最高裁平成７年４月２８日判決は、株式の譲渡益収入を全

く計上しなかった事案に関するものであり、翌事業年度に売上げを繰り延べた本件

とは事案が異なり、本件に当てはめることはできない旨主張するが、同最高裁判決

は、本来の納付すべき税額を過少に申告した事案における重加算税の賦課要件につ

いて一般的な判断基準を示したものであって、その基準は当然に本件にも適用され

るべきものであり、上記主張は理由がない。 

(5) 以上によれば、原告Ａの本件青色申告承認取消処分は、適法であり、その取消し

を求める原告Ａの請求は、理由がない。 

２ 争点(2)（原告Ａの本件重加算税賦課決定処分の適法性）について 

(1) 上記１のとおり、原告Ａの平成１７年３月期の事業年度の法人税の申告について

は、国税通則法６８条１項所定の重加算税の賦課要件（隠ぺい、仮装）に該当する行

為の存在が認められる。 

(2) 原告Ａは、処分行政庁が青色申告法人である原告Ａに対してした更正処分及び加

算税の賦課決定処分に係る「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」

（甲２）には、更正の理由の付記がされておらず、法人税法１３０条２項に反してい

るので、原告Ａの本件重加算税賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。 

 しかしながら、本件では、原告Ａに対する青色申告承認取消処分、更正処分及び加

算税の賦課決定処分は、いずれも平成１８年７月７日付けで決定され、「青色申告の

承認の取消通知書」（甲１）及び「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通

知書」（甲２）は、いずれも同月１０日に原告Ａに到達しており（前記前提事実(3)ウ）、

事柄の性質上、原告Ａの青色申告承認取消処分が更正処分に先行するものと解するの

が相当であり、青色申告の承認が取り消されたときは、当該事業年度開始の日以後そ

の内国法人が提出したその承認に係る青色申告書（納付すべき義務が同日前に成立し

た法人税に係るものを除く。）は青色申告書以外の申告書とみなされるので（法人税

法１２７条１項後段）、原告Ａが平成１７年３月期の事業年度の法人税について提出

した申告書は、青色申告書以外の申告書とみなされることとなり、その結果、これに

対する更正処分は法人税法１３０条２項の適用を受けなくなり、更正通知書には理由

の付記を要しないこととなる。 

 そもそも、重加算税の賦課決定処分は、それ自体について理由の付記を義務付ける

法令の規定はなく、更正処分とは別個の処分であり、更正処分が取り消されていない

場合に、仮に更正通知書に更正の理由の付記を欠くとしても、そのこと自体が重加算

税の賦課決定処分の取消事由となり得るものとは解されず、しかも、本件においては、

上記のとおり、更正処分につき法人税法１３０条２項の適用がなく、更正通知書に更

正の理由の付記を要しないのであるから、いずれにしても、原告Ａの本件重加算税賦

課決定処分について、理由の付記を欠くことを理由として取消しを求めることはでき

ないと解するのが相当である。 

【判示(9)】 

【判示(10)】 

【判示(11)】 

【判示(12)】 
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(3) そして、原告Ａの平成１７年３月期の事業年度の法人税に係る重加算税の賦課の

根拠及び計算は、前記前提事実、前記１(2)の認定事実、証拠（甲７、乙１ないし１

４）及び弁論の全趣旨によれば、別紙「重加算税の賦課の根拠及び計算」記載１のと

おりであると認められ、その算定に係る同記載１(8)の重加算税の金額は、原告Ａの

本件重加算税賦課決定処分に係る別表２記載の重加算税の金額と一致する。 

(4) 以上によれば、原告Ａの本件重加算税賦課決定処分は、適法であり、その取消し

を求める原告Ａの請求は、理由がない。 

３ 争点(3)（原告Ｂの本件青色申告承認取消処分の適法性）について 

(1) 国税通則法６８条１項所定の重加算税の賦課要件である隠ぺい、仮装と、法人税

法１２７条１項３号所定の青色申告の承認の取消要件としての隠ぺい、仮装が、各規

定の文言・趣旨等に照らし、同義であることは、前記１(1)で説示したとおりである。 

 したがって、原告Ｂの平成１６年６月期の事業年度の法人税の申告につき、国税通

則法６８条１項所定の重加算税の賦課要件に該当する行為があれば、法人税法１２７

条１項３号所定の青色申告の承認の取消要件に該当し、原告Ｂの本件青色申告承認取

消処分は理由があることになる。 

(2) 前記前提事実(2)アないしキ、掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事

実が認められる。 

ア 原告Ｂは、架線金物及び機械工具の販売並びに輸出入貿易業務等を営む同族会社

であり、その本店所在地は、東京都中央区であるが、実質的な本社機能は、名古屋

営業所（名古屋市）にある。乙は、原告Ａの名古屋営業所の従業員であり、前記１

(2)アのとおり、原告Ａの経理の総責任者兼社長室の責任者として、経理、秘書な

どの仕事をしているが、原告Ｂについては、従業員がいないので、乙と代表者の両

名で原告Ｂの運営をしている（甲１４、乙２、１５）。 

イ ＣとＤ社は、平成８年３月２５日、Ｃを出資者、Ｄ社を営業者として、Ｅ向けＦ

社製Ｇ航空機１機のレバレッジド・リース事業を目的とする匿名組合契約である本

件投資契約を締結した。（甲１４、乙２別添１、乙１６別添４） 

ウ 原告Ｂは、平成８年６月２５日、Ｃ及びＤ社との三者契約により、Ｃの出資金総

額１６億５６７７万６２５０円のうち、４０００万円に係る出資者の地位を、４０

４２万８０５４円の対価で譲り受ける旨の契約を締結し、本件投資契約における出

資金４０００万円の出資者となった。（甲１４、乙２別添２、乙１６別添５） 

エ 本件投資契約の契約期間は、当初、平成８年３月２６日から平成２０年３月２７

日までとされ、事業の計算期間は、毎年１月１日から同年６月末日まで及び毎年７

月１日から同年１２月末日まで、ただし、初年度は平成８年３月２７日から平成８

年６月末日まで、最終年度は平成２０年１月１日から同年６月末日とされていた。

（甲１４、乙２別添１、乙１６別添４） 

オ 本件投資契約は平成１６年１月６日に中途解約され、これによって、平成１６年

６月期の事業年度において、平成１５年１２月３１日決算に係る２４２万２３８２

円（甲１４、乙２別添３、乙１６別添８）及び平成１６年６月３０日決算に係る５

７７７万０８４２円（乙１６別添１２）の合計６０１９万３２２４円の投資収益が

発生し、この金額から、①期首未払金勘定６００８万９８６１円との差額である１
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０万３３６３円及び②出資金の返戻に伴う地位取得の対価４０４２万８０５４円

と出資金４０００万円との差額４２万８０５４円を控除した残額である５９６６

万１８０７円の利益が発生した。（甲１４、乙２、１６） 

カ レバレッジド・リースの投資契約が中途解約されて収益が発生した場合には、こ

れを解約日の属する事業年度において一括計上しなければならないところ、原告Ｂ

においては、そのことを認識して、過去に中途解約された他のレバレッジド・リー

スの投資契約については、その際の会計処理では、その収益を解約日の属する事業

年度において一括計上していたが（甲１４、乙１６）、今回の本件投資契約の中途

解約に伴い発生した投資収益については、その全額を収益として一括計上すると、

多額の法人税の負担が発生することから、解約前の残存リース期間で按分して収益

を分割計上することとし、リース個別台帳には本件投資契約が中途解約された事実

をあえて記載せず、予定分配収益のうち残存リース期間（５年間）で分割した収益

の金額だけを計上することとし、上記エの投資収益を５分割して、総勘定元帳に、

平成１６年６月期の事業年度に３２１万７６３３円を、平成１７年６月期の事業年

度に１２０３万８６４４円をそれぞれ計上し、処分行政庁から一括計上すべき旨の

指摘を受けて、平成１８年６月期の事業年度に残額の全部を計上した（甲１４、１

９、乙１５、１６、１９、２５）。 

 なお、原告Ｂが出資者となっているＨ有限会社（以下「Ｈ社」という。）との匿

名組合契約に基づく、原告Ｂの平成１６年６月期の事業年度の損益分配金は、１０

３７万８１０４円であり（乙２２、２３）、同額を投資収益として計上すべきとこ

ろ、原告Ｂはこれを総勘定元帳に１８２６万６３８２円として計上し、その差額７

８８万８２７８円を過大に計上している（甲１４、乙１９、２２、２３）。 

キ 原告Ｂは、平成１６年８月２４日、上記カの投資収益の金額に基づき、法人税の

確定申告書を提出した。（乙１７） 

(3)ア 以上の事実関係を前提として検討するに、重加算税の賦課要件の判断基準（前

掲最高裁平成７年４月２８日判決）については、前記１(3)アに述べたとおりであ

る。 

イ これを本件についてみるに、①上記(2)アないしキの認定事実によれば、原告Ｂ

は、本件投資契約の中途解約による投資収益を平成１６年６月期の事業年度におい

て一括計上すべきことを認識しなから、当該事業年度に収益の全額を一括計上する

と多額の法人税の負担が生ずることから、当該事業年度の法人税の負担を軽減する

ため、リース個別台帳に本件投資契約が中途解約された事実を殊更に記載せず、同

契約が中途解約されていないのと同様に、残存契約年数で按分した収益の額のみを

当該事業年度の帳簿書類に分割計上し、これに基づいて当該事業年度の法人税の確

定申告書を提出したものであって、②これらの一連の行為は、当初から所得を過少

に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、

その意図に基づいて申告をしたものということができ、本件投資契約の中途解約及

び投資収益の一括発生の事実を隠ぺいし、本件投資契約の存続及び投資収益の按分

発生を仮装したものと認められるから、原告Ｂの平成１６年６月期の事業年度の法

人税に係る申告は、国税通則法６８条１項所定の重加算税の賦課要件（課税標準等

【判示(13)】 
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又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部の隠ぺい、仮装）に該当するものと

認められ、したがって、法人税法１２７条１項３号所定の青色申告の承認の取消要

件に該当するものというべきである。 

(4)ア これに対し、原告Ｂは、原告Ｂの上記行為は、事務運営指針第１の３柱書所定

の「相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等」

でなく、本件投資契約の投資利益については、平成１７年６月期及び平成１８年６

月期の事業年度に計上しているので、同第１の３(1)所定の売上げ等の繰延べに該

当するから、同第１の１の「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」に該当しない旨主張す

る。 

 しかしながら、前記１(4)アで説示したとおり、事務運営指針は、当然に前掲最

高裁平成７年４月２８日判決の示した判断基準と整合するように解釈されるべき

ものであるから、事務運営指針第１の３柱書所定の「証ひょう書類等の（中略）破

棄、隠匿若しくは改ざんによるもの」に続く「等」には、同最高裁判決にいう「当

初から所得を過少に申告する（中略）意図を外部からもうかがい得る特段の行動」

に該当するものはすべて含まれるものと解されるところ、上記(3)イのとおり、本

件における原告Ｂのリース個別台帳への中途解約の事実の不登載及びこれに基づ

く帳簿書類の作成等の行為が上記「特段の行動」に該当するものと認められる以上、

事務運営指針第１の３(1)の定めは、国税通則法６８条１項及び法人税法１２７条

１項３号の解釈・適用に関する上記(3)の判断を左右するものではない（なお、前

記１(4)アで説示したとおり、同最高裁判決の示した判断基準との整合性の観点か

らは、事務運営指針第１の３柱書及び同(1)の定めに従い帳簿書類の隠匿、虚偽記

載等に該当しないと認められるのは、売上収益の計上の時期に関する当該取引の内

容等に応じた従前と異なる基準の採用等の合理的な理由が存する場合であること

を要するものと解され、本件のように当該事業年度の法人税の負担を軽減する目的

（当初から所得を過少に申告する意図）で台帳への事実の不登載及びこれに基づく

帳簿書類の作成等が行われ、これに基づいて一定額の収入が当該事業年度の収益に

計上されなかった場合は、これに含まれないというべきである。）。 

イ なお、前掲最高裁平成７年４月２８日判決は、本来の納付すべき税額を過少に申

告した事案における重加算税の賦課要件について一般的な判断基準を示したもの

であって、その基準は当然に本件にも適用されるべきものであることは、前記１(4)

イで説示したとおりであり、事案が異なるので本件には適用されないとする原告Ｂ

の主張は理由がない。 

(5) 以上によれば、原告Ｂの本件青色申告承認取消処分は、適法であり、その取消し

を求める原告Ｂの請求は、理由がない。 

４ 争点(4)（原告Ｂの本件重加算税賦課決定処分の適法性）について 

(1) 上記３のとおり、原告Ｂの平成１６年６月期の事業年度の法人税の申告について

は、国税通則法６８条１項所定の重加算税の賦課要件（隠ぺい、仮装）に該当する行

為の存在が認められる。 

(2) 原告Ｂは、処分行政庁が青色申告法人である原告Ｂに対してした更正処分及び加

算税の賦課決定処分に係る「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」

【判示(14)】 
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（甲９）には、更正の理由の付記がされておらず、法人税法１３０条２項に反してい

るので、原告Ｂの本件重加算税賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。 

 しかしながら、前記２(2)と同様に、①本件では、原告Ｂに対する青色申告承認取

消処分、更正処分及び加算税の賦課決定処分は、いずれも平成１８年７月７日付けで

決定され、「青色申告の承認の取消通知書」（甲８）及び「法人税額等の更正通知書及

び加算税の賦課決定通知書」（甲９）は、いずれも同月１０日に原告Ｂに到達してお

り（前記前提事実(4)ウ）、事柄の性質上、更正処分に先行して青色申告の承認が取り

消されたものと解されることにより、原告Ｂが平成１６年６月期の事業年度の法人税

について提出した申告書は、青色申告書以外の申告書とみなされることとなり（法人

税法１２７条１項後段）、その結果、これに対する更正処分は法人税法１３０条２項

の適用を受けなくなり、更正通知書には理由の付記を要しないこと、②そもそも、重

加算税の賦課決定処分は、それ自体について理由の付記を義務付ける法令の規定はな

く、更正処分とは別個の処分であり、更正処分が取り消されていない場合に、仮に更

正通知書に更正の理由の付記を欠くとしても、そのこと自体が重加算税の賦課決定処

分の取消事由となり得るものとは解されず、しかも、本件においては、上記①のとお

り、更正処分につき法人税法１３０条２項の適用がなく、更正通知書に更正の理由の

付記を要しないことからすると、いずれにしても、原告Ｂの本件重加算税賦課決定処

分について、理由の付記を欠くことを理由として取消しを求めることはできないと解

するのが相当である。 

(3) そして、原告Ｂの平成１６年６月期の事業年度の法人税に係る重加算税の賦課の

根拠及び計算は、前記前提事実、前記３(2)の認定事実、証拠（甲１４、乙１５ない

し２５）及び弁論の全趣旨によれば、別紙「重加算税の賦課の根拠及び計算」記載２

のとおりであると認められ、その算定に係る同記載２(8)の重加算税の金額は、原告

Ｂの本件重加算税賦課決定処分に係る別表４記載の重加算税の金額と一致する。 

(4) 以上によれば、本件原告Ｂの重加算税賦課決定処分は、適法であり、その取消し

を求める原告Ｂの請求は、理由がない。 

第４ 結論 

 よって、原告らの請求は、いずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担

について、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条、６５条１項本文を適用して、主文の

とおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 岩井 伸晃 

   裁判官 本間 健裕 

   裁判官 倉澤 守春 
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（別紙） 

重加算税の賦課の根拠及び計算 

 

１ 原告Ａに対する重加算税の賦課の根拠及び計算 

(1) 課税所得金額 ３９１７万２７４２円 

 次のアの金額にイないしクの金額を加算し、ケの金額を控除した金額 

ア 申告所得金額 １５４７万３９８７円 

イ 完成工事収入の計上漏れ ２０００万００００円 

ウ 益金の額に算入される退職給与引当金の額 １８０万２９００円 

 法人税法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第７９号）附則８条２項の規定により算出

された益金の額に算入される退職給与引当金の額 

エ 役員賞与の損金不算入額 １００万００００円 

 原告Ａが、代表者に対し、平成１６年７月１６日及び同年１２月２０日にそれぞれ５０万円を

賞与として支給し、平成１７年３月期の事業年度の損金の額に算入した金額の合計額であり、法

人税法３５条１項の規定により、平成１７年３月期の事業年度の損金の額に算入されない金額 

オ 益金の額に算入される雑収入の額 ４１万２８０８円 

 原告Ａの平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの課税期間（以下「原告Ａの本件

課税期間」という。）の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の計算上、原告Ａか

課税取引としていた平成１７年３月期の事業年度の家賃収入の額７８８万９５４６円及び雑収

入の額３６万６６１０円が、それぞれ非課税取引又は不課税取引となる金額であることから、前

記各金額に係る仮受消費税等相当額の合計額について、平成１７年３月期の事業年度の益金の額

に算入される額 

カ 租税公課の損金不算入額 ５万２４００円 

 平成１７年３月期の事業年度の損金の額に算入した消費税等に係る過少申告加算税及び延滞

税の合計額であり、法人税法３８条２項２号の規定により、平成１７年３月期の事業年度の損金

の額に算入されない額 

キ 交際費等の損金不算入額 １万６８７１円 

 後記ケで述べる交際費の額２８万９８７４円（税込）に係る仮払消費税の額１万３８０３円及

び教育研修費の額５０万８３００円のうち１５万４９００円が、いずれも租税特別措置法６１条

の４（平成１８年法律第１０号改正前）第３項に規定する交際費等の額に該当することから、同

条１項の規定に基づき計算された平成１７年３月期の事業年度の損金不算入額 

ク 益金の額に算入される雑益の額 ４５万７８６８円 

 原告Ａの本件課税期間の消費税等を再計算した後の仮受消費税等と仮払消費税等の差額６０

５万３５６８円から、原告Ａの本件課税期間の消費税等に係る更正処分後の納付すべき税額５５

９万５７００円を差し引いた金額であり、平成１７年３月期の事業年度の益金の額に算入される

金額 

ケ 損金の額に算入される仮払消費税等の額 ４万４０９２円 

 原告Ａの本件課税期間の消費税等の計算上、課税仕入れとした福利厚生費の額１２万３０００

円（税込）、交際費の額２８万９８７４円（税込）、通信費の額４７７６円（税込）及び教育研修

費の額５０万８３００円（税込）が、いずれも課税仕入れに該当しないことから、前記各金額に
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係る仮払消費税等相当額の合計額について、平成１７年３月期の事業年度の損金の額に算入され

る金額 

(2) 課税所得金額に対する法人税額 １１１１万１６００円 

 前記(1)の所得金額（国税通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数を切り捨て

た後のもの。以下同じ。）に法人税法６６条（ただし、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべ

き所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律１６条１項を適用した後のもの）に規定する税率

を乗じて計算した金額 

(3) 課税留保全額に対する税額 ４万５１００円 

 平成１７年３月期の事業年度の確定申告書に記載された留保所得金額５７６万７５３４円に、前

記(1)のイ、ウ、オ及びクの各金額を加算し、ケの金額を減算して算出した２８３９万７０１８円

が原告Ａの留保所得金額となり、当該金額につき法人税法６７条及び国税通則法１１８条１項の各

規定に基づき算出した課税留保金額４５万１０００円に対し、法人税法６７条１項に規定する税率

を乗じて計算した金額 

(4) 法人税額から控除される所得税額 ４６万６２２５円 

 法人税法６８条１項に規定する法人税額から控除される所得税額であり、平成１７年３月期の事

業年度の確定申告書に記載した金額と同額 

(5) 納付すべき法人税額 １０６９万０４００円 

 前記(2)及び(3)の各金額の合計金額から前記(4)の金額を控除した金額（国税通則法１１９条１

項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以下同じ。） 

(6) 確定申告に係る法人税額 ３５３万５６００円 

 原告Ａが平成１７年３月期の事業年度の確定申告書に記載した納付すべき法人税額と同額 

(7) 差引納付すべき法人税額 ７１５万４８００円 

 前記(5)の金額から前記(6)の金額を控除した金額 

(8) 重加算税の金額 ２１１万４０００円 

 前記(7)に記載した７１５万４８００円のうち、国税通則法６８条１項の規定に基づき、隠ぺい

又は仮装されていない事実に基づき計算した税額を控除した後の残額６０４万円（国税通則法１１

８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に１００分の３５の割合を

乗じて算定した金額 

２ 原告Ｂに対する重加算税の賦課の根拠及び計算 

(1) 課税所得金額 ７６９３万６３３１円 

 次のアの金額にイないしキの金額を加算し、ク及びケの金額を控除した金額 

ア 申告所得金額 ２４６３万３３５３円 

イ 益金の額に算入される投資収益の計上漏れ ４８５５万５８９６円 

 次の(ア)から(イ)を控除した金額であり、平成１６年６月期の事業年度の益金の額に算入され

る金額 

(ア) 本件投資契約に係る投資収益の計上漏れ ５６４４万４１７４円 

 原告Ｂが出資者となっていた本件投資契約に基づく平成１５年１２月３１日決算に係る２

４２万２３８２円及び平成１６年６月３０日決算に係る５７７７万０８４２円の投資収益に

ついて、益金の額に算入すべきところ、帳簿書類から除外され、計上されていなかった金額か

ら、原告の平成１４年７月１日から同１５年６月３０日までの事業年度（以下「平成１５年６
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月期の事業年度」という。）の収益となる同契約の平成１５年６月３０日決算に係る収益及び

原告が平成１６年６月期の事業年度内に同契約を解約したことにより発生した償還差損の金

額等を控除した金額であり、平成１６年６月期の事業年度の益金の額に算入される金額 

(イ) 投資収益の過大計上額 ７８８万８２７８円 

 原告Ｂが出資者となっていたＨ社との匿名組合契約に基づき、原告Ｂが平成１６年６月期の

事業年度期間中に対応するＨ社からの損益分配金１０３７万８１０４円として投資収益に計

上すべきところ、１８２６万６３８２円と計上されていた差額であり、平成１６年６月期の事

業年度の益金の額に算入されない金額 

ウ 役員賞与の損金不算入額 １０３万００００円 

 原告Ｂが、代表者に対し、平成１５年７月１５日及び同年１２月１８日にそれぞれ５０万円を

賞与として支給し、また、取締役である丁に対し、同年７月１５日に３万円を賞与として支給し

て、平成１６年６月期の事業年度の損金の額に算入した金額の合計額。当該金額は、法人税法３

５条１項の規定により、平成１６年６月期の事業年度の損金の額に算入されない金額 

エ 益金の額に算入される雑収入の額 ２８５万７１４３円 

 原告Ｂが、Ｉ株式会社に対する業務管理料収入３００万円（税込）を、同社に対して貸し付け

ていた金銭の返済として経理処理していたため、同金額から消費税等相当額１４万２８５７円を

差し引いた金額について、平成１６年６月期の事業年度の益金の額に算入される金額 

オ 仮払税金償却の損金不算入額 ８３万３７００円 

 原告Ｂの平成１５年６月期において、同事業年度に係る法人税の中間納付額を仮払税金として

納付したものについて、平成１６年６月期の事業年度において、法人税等充当金を取り崩すこと

により償却したものであり、平成１６年６月期の事業年度の損金の額に算入されない金額 

カ 受取配当金等の益金不算入額過大計上額 ６万５０５６円 

 平成１６年６月期の事業年度の受取配当等の益金不算入額が３１万６８２１円となるところ、

平成１６年６月期の事業年度の確定申告書に記載された金額３８万１８７７円との差額であり、

平成１６年６月期の事業年度の益金の額に算入される金額 

キ 益金の額に算入される雑益の額 １１６円 

 原告Ｂの平成１５年７月１日から平成１６年６月３０日までの課税期間（以下「原告Ｂの本件

課税期間」という。）の消費税等を再計算した後の仮受消費税等と仮払消費税等との差額５１万

５３１６円から、原告Ｂの本件課税期間の消費税等に係る更正処分後の納付すべき税額５１万５

２００円を差し引いた金額であり、平成１６年６月期の事業年度の益金の額に算入される金額 

ク 益金の額に算入されない雑収入の額 ３７万２３３３円 

 平成１６年６月期の事業年度において雑収入勘定に計上した取引に係る正当に算出される消

費税等の金額が１１０万８７４９円であるところ、７３万６４１６円のみを消費税等の額として

経理処理したことによる差引金額であり、益金の額に算入されない金額 

ケ 所得金額から減算すべき仮払金の額 ６６万６６００円 

 原告Ｂが仮払経理により納付して所得金額に加算した平成１６年６月期の事業年度に係る法

人税の中間納付額４８万４５００円及び道府県民税の中間納付額１８万２１００円の合計額で

あり、所得金額から減算される金額 

(2) 課税所得金額に対する法人税額 ２２４４万０８００円 

 前記１の所得金額（国税通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数を切り捨てた
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後のもの）に法人税法６６条（ただし、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法

人税の負担軽減措置に関する法律１６条１項を適用した後のもの）に規定する税率を乗じて計算し

た金額 

(3) 課税留保金額に対する税額 １７４万５３００円 

 平成１６年６月期の事業年度の確定申告書に記載された留保金額２１１４万５１６５円から仮

払税金の減算金額８３万３７００円を差し引いた金額に、前記１のイ、エ、オ及びキの各金額を加

算し、ク及びケの金額を減算して算出した７１５１万９３８７円が原告Ｂの留保所得金額となり、

当該金額につき法人税法６７条及び国税通則法１１８条１項の各規定に基づき算出した課税留保

金額１７４５万３０００円に対し、法人税法６７条１項に規定する税率を乗じて計算した金額 

(4) 法人税額から控除される所得税額 ５万９１４５円 

 法人税法６８条１項に規定する法人税額から控除される所得税額であり、平成１６年６月期の事

業年度の確定申告書に記載した金額と同額 

(5) 納付すべき法人税額 ２４１２万６９００円 

 前記(2)及び(3)の各金額の合計金額から前記(4)の金額を控した金額（国税通則法１１９条１項

の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以下同じ。） 

(6) 確定申告に係る法人税額 ６６９万０７００円 

 原告Ｂが平成１６年６月期の事業年度の確定申告書に記載した付すべき法人税額と同額 

(7) 差引納付すべき法人税額 １７４３万６２００円 

 前記(5)の金額から前記(6)の金額を控除した金額 

(8) 重加算税の金額 ５７０万５０００円 

 前記(7)に記載した１７４３万３０００円のうち、国税通則法６８条１項の規定に基づき、隠ぺ

い又は仮装されていない事実に基づき計算した税額を控除した後の残額１６３０万円（国税通則法

１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に１００分の３５の割

合を乗じて算定した金額となる。 
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別表１ 本件Ａ青色取消処分の経緯 

区分 年月日 内容 

青色申告の承認の取消処分 平成18年7月7日 － 

異 議 申 立 て 平成18年9月7日 － 

異 議 決 定 平成18年12月7日 棄却 

審 査 請 求 平成19年1月10日 － 

裁 決 平成19年7月12日 棄却 

 

別表２ 本件Ａ更正処分等の経緯 

（単位：円） 

区分 年月日 所得金額 
差引所得に対

する法人税額

過少申告加 

算税の金額 

重加算税の 

金額 

確 定 申 告 平成17年5月30日 15,473,987 3,535,600 － －

更 正 処 分 等 平成18年7月7日 39,172,742 10,690,400 110,000 2,114,000

異 議 申 立 て 平成18年9月7日 15,473,987 3,535,600 0 0

異 議 決 定 平成18年12月7日 棄却 

審 査 請 求 平成19年1月10日  0

裁 決 平成19年7月12日  棄却 

 



26 

別表３ 本件Ｂ青色取消処分の経緯 

区分 年月日 内容 

青色申告の承認の取消処分 平成18年7月7日 － 

異 議 申 立 て 平成18年9月7日 － 

異 議 決 定 平成18年12月7日 棄却 

審 査 請 求 平成19年1月10日 － 

裁 決 平成19年7月12日 棄却 

 

別表４ 本件Ｂ更正処分等の経緯 

（単位：円） 

区分 年月日 所得金額 
差引所得に対

する法人税額

過少申告加 

算税の金額 

重加算税の 

金額 

確 定 申 告 平成16年8月24日 24,633,353 6,690,700 － －

更 正 処 分 等 平成18年7月7日 76,926,331 24,123,700 112,000 5,705,000

異 議 申 立 て 平成18年9月7日 24,633,353 6,690,700 0 0

異 議 決 定 平成18年12月7日 棄却 

審 査 請 求 平成19年1月10日  0

裁 決 平成19年7月12日  棄却 

 


